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；〈論文〉

! 日本古代の王権と
I The 

要

小稿は、日本古代の王権が主宰する鷹狩につい

て概観したものである。

王権の鷹狩を支えた養麓・放鷹官司の変

遷について、ヤマト王権の段賠の鷹甘部や律令制

－放鷹可を中心に論じた。そのこと

して鷹狩に従事した鷹餌についても言及し、

「尋常の驚飼jと「猟道を知る親王公癖の鷹銅Jの

二類型の鷹飼の実態を明らかにしようと試みたむ

また、鷹狩が行われた猟場である禁野の実態に

ついても触れ、平安時1-t前期に増加しつつ民業と

対立している点を関題とした。さらに『新議式J
を素材に、野行幸と呼ばれる犠式としての葉狩の

次第について考察し、鷹狩とセットで実施される

出野河海支記を確認する儀礼の鷺要性を指摘し

た。その上で、田泰元年（898)10 月に実施され

た宇多太上天皇主握の競狩の実態についても

し、この競狩について醍醐に譲位した後も自身

が国設を仕切るという決意の現れであることを

指摘した。

最後に天皇や上患の代理で諸国に深遣される

狩使についても考察した。

Abstract 

The p山 poseof this study is to give an 

overview of the history of falconry presided 

over by the ancient Japanese royalty. First, 

I analyze the Falconry O缶ce （鷹甘部

taka-kai-be) and falco即 rs（養嬬shuyoushi，放

hoyoushi) that kept hawks during the 

Yamato period. Second, I a枕empt to 

distinguish two勿pesof falconers, on民 the

ordinary falconer 部品 theo仕1era specialist 

who had good knowledge on which royal 

society could rely. But, the expansion of royal 

hunting grounds （禁野 shimeno)during the 

Heian period caused conflicts with the people 

who lived in these areas. Third, relying on the 

book New Ceremonies （新儀式 Shingishiki)

1予ointout that the "going to the fields for 

falconry" ceremony （野行幸 Nogyoukou) 

continued as a confirmation of Im予erialrule of 

fieldsヲ mountainsラ andrivers .Furthermore, I 

investigate falconry games held by the re官ed

Em予erorUda in 898.As a resultラIsuggest that 

this ceremony constituted a declaration註iat

Uda was the real political leader in the realm. 

Last, I consider the hunters （狩使 karishi) 

who the Emperor dispatched natiorトwideto 

hunt on hisもehalf.



はじめに

小稿は、古代王権が主宰する鷹狩の壁史を検討

することにより、政治権力にとって、鷹狩がいか

なる意味で、重要で、あったか、この点を明らかにす

ることを目的とするむ

我が国における鷹狩の研究において、必ず参照

すべき基本文献の一つに宮内省式部職編『放麓J
（吉川弘文館 1931年〉がある。その叙におい

ては、鷹狩の起源を仁徳、天患の時代に求め、その

技が否、誇より訟来したことを記し、接峨天皇の時

に麓纂された鷹番である r新修驚経Jの存在にも

その上で、二千年の伝統のある技の擦

絶を菱い『放棄』を編纂したと記す。本書は、本

邦放鷹史の始まりの場面において「上代における

鷹狩jに一定の夏を割いて解説している。全体に

占める分量は決して多くはないs しかし、近代に

おいて F放鷹』を編集した宮内省が、古代王権が

る鷹狩を強く意識していたことは明白で

ある＼

このような麓点に立った時、古代王権の麗狩の

イ云統が、後の時代の政治権力にどのような形で意

識され継承されたかについて、検討することは鷹

狩の研究における重要な課題と言えるで為ろう口

その前提として、古代王権の鷹狩の実際はいか

なるものであったかこの点を明らかにしておく

ことが必要とされる争小稿を執筆する理由は、こ

こにある。

なお、小犠と同様の視角で考察した先行研究と

しては、吉井哲「古代王権と鷹狩j げ千葉史学』

12 1988年〉があるc

この在井論文では、 『類来三代格』券 19に捺

録された鷹狩に関わる禁令の分析を過して、鷹狩

は王権の山野支配にとっ仁盟安な恵旅ぜ持つ

こと、その岡期として桓裁朝に注目し、桓武朝に

おいて鷹狩を通して主権の山野支配が達成され

と結論づける。

しかし、古弁論文では、古代と言っても入世紀

の考察にとどまっており、前後への見通しが提示
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されていないこと、王権の葉狩に関わった

鷹狩が行われた場についての考察がなされてい

ないことなど課題を多く残しているむ

こで小稿では、これらの点を明らかにしてい

きたい。

1 養鷹・放購官苛の変遷

まず、王権の鷹狩を支えた養鷹・放鷹官荷の変

遷について確認、しておこう。その際に出発点とな

るのは、 『日本書紀』イ二語、43年 9月朔条に記さ

れた以下の記述である 20

依網屯倉の間梓古、異しき烏を措りて、天皇

に献りて日さく、 f臣、毎に絹を張りて鳥を捕

るに、未だ曽て是の鳥の類を得ず。故、

て載るJともうす。 して、鳥を

示せて日はく、「是、何烏ぞJとのたまう。措

対へて言さく、「此の烏の類、多に百済に

在り。暫IIし得てば能く人に従う。亦捷く飛び

て諸の鳥を掠る。百済の谷、此の鳥を号けて

倶知と臼ふjともうすむ 〈是、今時の驚なり〉

乃ち酒君に授けて養馴む。幾時もあらずして

験iくること得たり。潜君、期ち章の鱈を以て

其の足に著け、小鈴を以て其の尾に著けて、

腕のよに居えて、天皇に献る。是の日に、

して遊猟したまう。時に錐雄、

多に起つO 乃ち携を放ちて捕らしむ。忽に数

十の婚を獲つa 是の月に、甫めて鷹甘部を定

むむ故、時人、其の鷹養ふ処を号けて、

と日う D

W 13本書紀Jに記されたこの伝承は、我が国に

おける鷹狩の初見史料であり、こ之で辻麓甘部と

呼ばれる部民が存在していたことがわかる。

この伝承によれば、依網屯倉にいた開軒古が天

皇に献上した鷹について、器拡が f此の鳥の類、

多に百済に在り Jとあり、『日本書紀Jは鷹狩の

源流は百請にあるとする。濯君は、鷹を馴らした

後で、意（をしかわニコなめし皮の類）の繕（あし

を＝縄）をその足に蕃け、小訟をその尾に着けて、



その鷹を腕の上にのせて天皇に奉ったという。

この点を踏まえるならば、鷹甘部は、百済系渡

来人の流れを汲む存在であった可能性が出てく

る。この鷹甘部が居住し鷹を養っていた鷹甘邑の

故地は、現在の大阪府東住吉区鷹合であり、律令

制下では摂津国住吉郡に属する口そこは、西方の

住吉津と東方の大和とを結ぶ磯歯津道と難波大

道の交差点の東北側にあり、依網屯倉や百舌鳥野

に接し、河内国や大和国にも接する場所にあっ

た 30 

この鷹甘邑居住の鷹甘部を受け継ぐ形で律令

国家成立以降に兵部省主鷹司（放鷹司）に属した

のが鷹養戸、後の鷹戸である。

養老職員令 29条によれば、

主鷹司

王一人。 〈掌らむこと、鷹犬調習せむ事〉令

史一人。使部六人D 直丁一人。鷹戸。

とあり、兵部省に所属する官司として主鷹司が存

在し、その配下に鷹戸がいた。さらに同条集解・

官員令別記には、

別記に云はく、鷹養戸十七戸、倭・河内・津、

右年を経て丁毎に役し、品部となして調役を

免ず。

と見え、鷹戸は大宝令の段階では、鷹養戸と呼ば

れていたことがわかる。この鷹養戸は、大和・河

内・摂津に分布し、品部として調を免除されてい

たようであるロ

さて、主鷹司は放鷹司とも呼ばれていたD 『続

日本紀』養老5年（721)7月庚午条によれば、

詔して日く、凡そ霊図に磨って宇内に君とし

臨んでは仁動植に及び恩羽毛に蒙らしめん

と。故に周孔の風、尤も仁愛を先にし、李釈

の教え、深く殺生を禁ず。宜しく其の放鷹司

の鷹狗（略）悉く本処に放ちて其の性を遂げ

しむべし。今より而後、もしもちうべきこと

あらば、まず其の状を奏して勅を待てロ其の

放鷹司の官人、井に職の長上等は且つこれを

停めよ。役する所の品部は並に公戸に同じく

せむ。
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とあり、元正の段階で停廃されている。ところが、

この放鷹司の停廃記事については、 『続日本紀』

天平宝字8年（764）年 10月乙丑条にも「放鷹司

を廃して放生司を置く」という形で記されてい

る。この点を踏まえるならば、養老 5年の放鷹司

の廃止は一時的なもので、あったことがわかる。

この事実は、天平 17年（745)4月 21日付の

兵部省移（『大日本古文書』正倉院文書 1正修 2)

においても確認できる。この古文書にも放鷹司と

そこに勤務する直丁が見えるからである七

兵部省移す民部省

合せて萱拾京人〈六人直丁／六人厩丁〉

省六人〈三人直丁／三人厩丁〉

放鷹司二人〈一人直丁／一人厩丁〉

右、甲賀宮に在り。米武斜参斗武升〈人

別日二升〉塩武升参合京タ〈人別日二タ〉

を給うべし口

布皐段〈人別一段〉

（中略）

以前、省井びに管する司の直丁等、来る五月

之料娘、請う所、前の知し。故に移す。

天平十七年四月廿一日正六位下行大録馬

史益万目

大輔正五位下勲十二等紀朝臣

さて平安時代の 9世紀の段階に入ると、この主

鷹司（あるいは放鷹司）について、大きな変化が

あったことが『日本三代実録』元慶7年（883)7 

月5日己巳条により明らかにできる。

勅すらく、弘仁十一年以来、主鷹司の鷹飼舟

人、犬:ftr牙の食料、毎月彼の司に充つD 其の

中、鷹飼十人犬十牙の料を割きて蔵人所に充

て送る。貞観二年以後、官人置くこと無く、

雑事停廃す。今鷹飼十人、犬十牙の料、永く

熟食を以て蔵人所に充つ。

すなわち、弘仁 11年（820）年の段階で、主鷹

司にいた鷹飼 30人のうち、鷹飼 10人が蔵人所に

移されたのである。

さらに貞観 2年（860）年の段階で、主鷹司、

蔵人所ともに鷹飼は停廃した。そして元慶 7年



(883）伴の段階で、蔵人所のみ麓錆は復活した

というのである。

しかし、ここで、注意すべきは、 fコ寵

の鷹甘部を受け継ぐ形で、律令国家成立以誇

に兵蔀省主鷹司（放瀧可）に農した鷹穣戸や鷹戸

と；ま京に兵籍月守に「鷹所jが存在し、鷹銅が活動

していたという秋吉正博氏の指捕で、ある。

秋吉氏は f平城京発掘調査出土木簡概報jJ24 

（ニ条大路木第 2 奈良盟立文化財研究所

1991年）に採録されている以下の 4点の木簡の

蒋在に注邑した。

①（表）・薦所葡部伊賀麻呂

凡人足鳥取咋麻呂

（裏）

井五人

② －鷹所笑原婚話題訪

高田性信

（裏）

合七人大豆所三宅加佐麻呂

笑原丈部口 ［ 

③ 檎前佐

高田周防

合入人

－鷹所期訪人足

これらの木簡に見える人名の出自について『新

撰姓氏録』や『日本書紀Jを参接しながら、整理

すると、

渡来氏族 檎前（東漢氏系）、高田

漢氏系か高句麗系〉

（新羅系か中国系）

冨造氏族 凡、男訪、佐柏、

伴造・部系氏族菌部、笑原、島取、丈部

となる。

秋吉氏はこのような分析を踏まえ、 8世紀の段

階において我が国には、主鷹可（放鷹司）

と諾衛婿の鷹飼という 2種類の薦錆が脊租して

いたことを指講し、このような状況が 9世紀の段

階で一元化されたと考えた。

すなわち、延暦日（791）年7月に主薦奇〈放
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薦苛〉 されたが（

10年 7月再点条）その上で、

院本紀』延暦

（放鷹司）

の下に諸衛府の驚餌が統合され、先に述べたよう

え丈弘仁 11 (820）年の段階に至ったとする九

2 鷹飼の変遷

引き続き 10世紀以降の鷹飼の変遷について見

ていこう。 どのような人物が鷹飼になって

いたのであろうか0

10世紀後半の成立とされる『薪議式』第 4野

行幸事には以下のように記述されてい

又、尋常の鶏銅、鷹飼らの外、若し義道を知

る親正公卿並びに非参議の四位五千立あら足、

鵠飼、鷹飼に侯奉すべきの由を仰せしむ。

ここでは鶴飼や鷹飼は尋常の者と猟道を知る

親王公騨並びに非参議の四位五位とに分類怠れ

ているc さらに読み進めると、以下のよう

がある。

また親王の鷹助に若し内舎人・衛府官人を用

うる時は、その申請に髄い、兵伎を

せざるの寅めを聴せ。

以上の記述から、 r新儀式Jが謡纂された 10

世紀の段階では、麓鏡は大別して

札尋常の鶴飼、

b.猟道を知る親王公癖並びに非参議の四位五

位以上の鷹飼

の 2 種類が~tJ＇さらに親王を補助する存在とし

て

c.親王の鷹助

がいたことがわかる七

このうちで、 aの尋常の鵠鏡や鷹飼は蔵人所に

配置されていた。ただし、その本官は諾籍持（令

制五衛府と近衛野）にあった。すなわち、諾第清

の武官が蔵人所の畿鎮や鷹飼を兼務していたの

である。

このことを端的に示す史料が『致事要略』であ

る。その巻67 棄し弾雑事（男女衣殻井資用雑物）

に引用された仁和 2(886）年9月 17日宣告に見



える鷹飼と鵠餌の言職と人名を列挙すると以下

のようになる。

鷹所麗飼

右近衛将曹坂上安生

在兵衛権佐藤京朝臣罷興

詞下部安入

鶴所鵠餌

右兵第権少志布勢春陪

護子菅原冬緑

さと近衛下毛野松思

すなわち、 9世紀末の段障において、議子など

特別の場合を除き、尋常の鷹鯛や鶴鎮の多く

衛府や兵種持の官人が任命されているという

実を縫誌できる＼

11世紀の段階では、尋需の鷹飼や鶴飼は、検

非違使や馬寮の宮入が兼任した。 rイ寺中群要J巻

10によれば、

御鷹鎮の事

蔵人勅を奉りて、 ・罵寮等に仰せ

よ。又所の下文を以て紫野に仰せよ。

上記の史料は、御驚鎮の任命に関わる手続きを

述べたものである合この中で蔵人が勅を怯えてい

る対象は、検非違使と馬寮である 80

次に bのf猟道を知る親王公期並びに非参識

の盟位五位Jの鷹飼とは具体的にはどのよう

在を指すのであろうか。

これについては、大関 3(808）年に出された

以下の大関 3年（808)9月 23自付けの太政官符

（『類豪三代格J巻 19 禁韻事〉が参考となる。

太殺害符す

鷹舗を飼うを禁軒すべき事

月

に下

先に既

を検ずるに、太政官去る宝亀盟年五

日、弾王台、左右京職五畿内七道諸国

る騰勅符にいわく、鷹を養うことは

り。時に暫く

頃年以来事なく日を棄て

し、特に一二の階侍せる者

に糖、し、養うことを得さしむ。

らんと欲するは、実に凡庶の通務にあら

ずc 開くならく、京畿諸の臨・郡司・
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び王臣の子弟、或は特に聴されると称し、或

は侍臣に荻勢して争いて鷹畿を養い、競いて

郊野を馳せる。允に禁制に違い、理として懲

し。所司承知し、議かに禁断を加え

に然らしむること英れ。若し猶、改めざれ

ば、六位以下護療を論ぜず違勅罪を科せc 五

位己上は名を緑して言上せよ、てへれ託、右

大臣の宣を被るにいわく、動を奉るに、私に

鷹鶴を飼うこと巴に禁断を経たり。今一切制

ることを欲すれども、事、やむをえぎるな

り。よろしく親王及び観察使巴上井に六繕府

特に飼うを得さしむべしむ但し、

自畝を騒せ溶い、民の産を損寵するの類、所

司、名を織して言上せしめよ。其れ聴す所の

入等、太政官、随身の験を給う。所曲、検校

を加え、然る後に鈍うことを聴せ。

験なく、報く鷹を飼わば、六位己下身を禁じ

えて進上せよむ五位己上誌名を録し

ょ。阿容して言さざるは同じく違勅

罪を科さん。

廿三日

ここでは、親王や観察使以上の宮人及び六構府

次官以上の武官に鷹を飼うことを許可し、

験jを与えるとしている。

この他、春宮坊の官人で驚を飼うことが許され

た者については、 f境験Jを与えられることになっ

ていた（ w類緊三代格J巻 19 禁制事大需 3

11月 2S太政官符）。

このような「随身験Jや「窃験jを与えられた親

王や観察使以上の宮人及び六衛府次官以上の武

官がこれに該当するのではないかと思われる合

以上、義鷹・放蓬官苛の歴史に引き続き、鷹飼

の歴史についても概観してきたが、能にも実際の

鷹狩の場における鷹飼の組織講成を知る手がか

ちとなる史料が存干註する。

それは、島泰元（898）年 10月 20日

の郊外で行われた宇多太上天皇の競狩を記し

「昌泰元年藤次戊午十月廿日競狩記J（日己家集』

巻 9）である。



この史料によれば、左右に分かれた鷹餌は頭・

行事・番子により構成されていたことがわかる。

また、鷹飼が犠式の場で議要な役割を果たした

ことの事例として注目されるのが、正月の「大巨

大饗jである。すなわち、大臣家の南擦で行われ

る玉月の「大臣大饗Jの場に鷹飼が参入し、鷹を飛

ばした談、鳥芝に結んだ堆を奉る「鷹館渡Jが行わ

れた 90

3 禁処〈禁野）の成立と農開

次に葉狩が行われた猟場の躍史について概観

しよう。まず養老雑令§条には、

凡そ国内に鍛鉄出す処有らむ、官採らずは、

百姓怠に採ること聴、せむ若し錦鉄を納めて庸

調に折ぎ充てば、聴せ。自余の禁処に非ざら

むば、山川薮択の科は公私共にせよ。

と定められている。

出店薮沢は涼毘として、官と私の双方が利用で

きる f公私共利」の空関であったが、 「禁処Jは

そこから除外される空間で、あった司その f禁処J

の中に、王権の猟場も合まれたと思われる。

このように山野前海の特定の空間を王権が排

能的に関い込むのは、天武・持続朝段階からであ

るo f詩本書紀』天武 5年（676)5月是月条に

よれば、

是の月に、勅すらく、南漏出・緒川山を禁め

て並びに蕩かり薪ること英れ。又畿内の山野

より禁むる所の隈りに妄りに焼き折る

こと莫れとのたまう。

とあり、飛鳥京の近くにある南淵山と締JII山や畿

内の山野のうちの特定の筒所の茂木が禁じられ

ている。

た、 『関本書紀J持続 3年（689)8丹丙申

条によれば、

摂津出の武患の海一千歩の内、紀伊匿の阿提

郡の那者野二万頃、伊賀民の伊賀郡の身野二

万項、治、猟することを禁め断めて、

置きて、高内閣の大嘉郡の高脚海に准う。
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とあり、摂津障の武産海と共に紀伊国阿提郡の那

者野や伊賀国伊賀郡の身野が禁猟匹として設定

された。

では、記ぜ天武・持続朝において山野の特定の

空間が禁処として囲い込まれたのであろうか。こ

の点については、天皇が山野河海の神々を庄揺す

る存在となり、山野荷海をも支配できる事在へと

成長したことを可視的に示す必要があって、

が山野再海の怨開を「禁処」として盟い込んだと

いう指摘をかつて行ったことがある九

巻 6-950に

境ひたまうと

守るという山に入らずは止まじ

とあるように「禁処jは、王権以外の一切の用益

を排除した空間であったと考えられる。しかし、

そのことによ号、 「禁処Jとして関い込まれた場

所の景観は保全されたと思われる。延暦 17年

(798) 12月 S日太政官符（『類来三代格J巻 16

山野薮沢江河池沼事〉によると

太政官符す

寺井びに玉吉百姓の山野薮沢浜島尽く公

に収入する

（中路〉

其れ京城側近の高顕の山野は嘗に衛府をし

て守らしめ、及び行幸、経過の顕望の山間は

！日に依りて改めず。研り損せしむること

れ。比等の山野は並びに具に間査を録して、

分明に勝示せよ。

とあり、 「京城側近の高顕の山野jや 経

過の顕盟の山Jの伐木が禁じられている点

したい。

このような形で閤い込まれた王権の猟場とし

て想定できるのが、山城霞の北野、河内問の交野、

大和田の宇陀野である。 r商官記J巻 8には、

北野俣rJ当少々有り〉 交野

を以て検校す〉 宇陀野

と記されている。

『西宮記Jそれ自体は 10世紀の記述である。

しかし、北野や交野は祖武天皇がしばしば遊猟し



た場所であり（『類衆国史』 32 遊猟）、宇陀野

は推古天皇が薬猟を行った場所である（『日本書

紀』推古 19年 5月 5日条）。

『西宮記』はそのような歴史的事実を踏まえ、

「禁野jとして三つの場所を挙げたものと思われ

る。

中でも交野は、風光明婦な場所と認識されてい

たD 平安時代初期において、交野にしばしば行幸

し狩猟を行ったのは、桓武天皇である。『続日本

紀』延暦 6(787）年 10月丙申条には、

丙申。天皇、交野に行幸して、鷹を放ちて遊

猟す。大納言従二位藤原朝臣継縄の別業を以

て行宮と為すD 己亥。主人百済王等を率いて

種々の楽を奏せしむ。従五位上百済王玄鏡、

藤原朝臣乙叡に並びに正五位下、正六位上百

済王元真・善貞・忠信に並びに従五位下、正

五位下藤原朝臣明子正五位上、従五位下藤原

朝臣家野に従五位上、元位百済王明本に従五

位下。是の目、還宮す。

とある。

すでに掲げた『西宮記』巻 8によれば、交野は、

百済王氏が検校することになっていた。それは交

野が百済王氏の本拠地で、あったことと関係する。

桓武天皇は自分自身の体内に渡来人の血が流れ

ているということを強く意識しており、百済王氏

を重用した。

そのような事情もあって桓武は交野でしばし

ば鷹狩を行ったのである。また後の時代の史料と

なるが、 『伊勢物語』第 82段によれば、惟喬親

王は交野に「渚院」という別荘を持っており、そこ

で狩を行いその酒宴の席で在原業平らが和歌を

詠んでいる D

狩暮らしたなばたつめに宿からむ

天の河原に我は来にけり

交野の「渚の岡」は、しばしば大和絵の題材とさ

れ、桜の名所として描かれるばかりでなく、鷹狩

の場面も扉風に描かれたようである。それは今

日、残されてはいないが、扉風を題材に詠じられ

た和歌などから推測できる 1¥
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さて、 「禁処」の状況は、 9世紀の段階で大き

く変化する。嘉祥3年（850)4月 27日太政官符

（『類来三代格』巻 16 山野薮沢江河池沼事）

によれば、

太政官符す

山野を禁制し民の利を失せざるべき事

右、右大臣の宣を被るにいわく、山野の禁、

元鶏矯の為なり。草木に至りては禁制する所

なし。聞くならく、所由事意を熟せずして法

禁を矯峻し、人の鎌斧を奪い、人の馬牛を執

り、以て往還之擦を絶ち、亦樵蘇之業を失す。

人の患いとして此の甚だしきは莫らんや。早

く下知して更に然らしむること莫るべし。又

聞く、或いは公或いは私、官符有るに非らず、

妄りに山野を占め多く民利を妨ぐ。斯のごと

きの類、並びに早く禁断せよ。若し猶肯ずん

ば、状を具にして言上せよ。随いて即ち科処

せむ。其れ江河池沼の類、同じく此に准ぜよ。

人の愁い致すこと莫れ、てへれば、路頭に勝

示し普く知り見さしめよ。

嘉祥三年四月廿七日

山野において禁制を施しているのは、鳥類を保

護するためなので、あって、草木については禁制し

ているのではないという主張がなされている。そ

こでは、山野のうちで禁制地において往還が妨害

されることや伐木を生業とする者への妨害が問

題とされ、民業との対立が指弾されている。この

ような主張が繰り返し太政官符によってなされ

る。

たとえば、貞観 2年（860) 10月 21日太政官

符（『類衆三代格』巻 19 禁制事）では、

太政官符す

諸国の禁野、狩するを禁制すべき事

右、件の野禁制すべきの状、代々、先帝給旨

を降し重畳下知すること巳に詑んぬ。右大臣

宣す、勅を奉るに聞くならく、鷹鶴野に満つ

るに佃猟度なし。州、｜吏寛容にして、禁制退絶

す。吏たるの道、何ぞ其れかくのごとからん

や。よろしく捉揚を加え重ねて然らしむるを



得ざるべし。尚、事越することあらば、違勅

さん。若し、此の制を’揮らず、韓く以

て闘入することあらば、五位以上は名を取り

て奏聞し、六イ立己下は例に依り

担し、無頼の輩、事を野を守るに寄せて百姓

の鎌斧を響取し、以て樵蘇を妨ぐるの類、国

司、 に任せて以て決警号せよ。よろし

く路頭に務示し明らかに暁し告げしめ、

一人を差してその事を検勾せしむ

べし。

貞畿二年十月廿一日

この太政官符は、 「禁野Jという言葉の初克史料

に相当する。ここでも「禁野Jの中での薦狩を禁

制すると共に百姓の鎌斧安奪取したり、樵蘇を訪

げるといった点が問題とされている。

さらに貞観5年（863)3月 1513太政官符（

衆三代搭J巻 19 禁制事）によれば、

太政官符す

国司井びに諾入、薦鑓を養い及び禁野を狩

するを禁制する事

右、本大臣の宣を被るにいわく、勅を奉るに

御鷹鋳を賞ずること停止に従うむ及び

・絹捕り等の鷹在下し飼うことを懸けざる

の状、元年八月十三日に下知すること

既に畢わんぬ。誠に生を好むの徳を欲し、殺

を悪むの心を発す。上下の落、仁、中外

り。今聞く、或いは関苛等、多く

い、高殺生を好み、放ちて猟

を以て部内を縦横し、民馬を強取し、乗鯖し

駆馳す。疲れ撞まれば則ち棄てて其

の主に帰さず。綾庶其れにEちり し、農

耕このために閥怠すむ有も朝寄と云う

は、蛍に新のごときに当たらんやc 今より以

後、此の事、開くこと有らば、則ち実むるに

違勅を以てし、見任を解却せん。又、

遊を龍む故に禁野の離を擁す。市るに今成い

は開く、軽狭無頼の輩、私かに畠ら入りて狩

し、以て場者舗にす。烏の窮まり、民の苦し

み更に昔日を｛寄せり。国司、開会見れども棄し
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察する心なし。並びに富家の借懐にあらず。

荷ぞ其れ米だ思わざる しきや。よろし

く厳かに禁制を加え麓ねて然らしむること

るべし。藤、き従わざること有らば、

上は名を録して言上し、六位以下は諮る時に

決罰せん。但し百姓の樵蘇、意に任せて禁ず

ること莫れむもし、希違を致すこと有らば罪

を国苛に婦さん。

一口十五日

とあり、ここでも禁野における鷹狩を禁制する

方で、官姓の民業を妨げることを禁じ、イ犬木等に

ついては理解を示している。

これらの貞観年間の太政官符を宣した表大臣

は藤原良相であるむこの藤原良相は、『告本三代

実録』貞観 9年（867)10月 10日乙亥条に記さ

れた薬訟によれば、「貞観の初め、機務を専心し、

り。当時、腐を飛ばし、禽を従う

し、出JI！薮沢之利民業を妨げずむ

る所なり jとある。

ちなみにこの藤原良相と懇意で、あったのが伴

善男であり、一方応天門放火の嫌疑をかけられた

源信は葉狩や狩猟の名手で、あった（ w日本三代実

録J貞観 10年間 12月初日丁目条〉。

このような禁野内における伐木は、元慶？

(883) 12月 22日太政官符（『類来三代格』巻

16 山野薮沢江河池沼事）にも明記されている。

太政官特す

禁野内の樵蘇を聴すべき

布、禁野の興、畏業を妨げるにあらず。

に五りでは素より制し拘めず。去る

祥三年四月廿三吉、今年正月廿一日に下知す

ること己に了わりぬ9 語るに、

威勢に仮託して非法を矯り行い、或いは牛馬

を駆略して忽ち放牧の便を克くし、或

いは鎌斧を掠奪して、遂に樵蘇の利を失う。

の愁昔、斯よち大なるは莫し。

勅を奉るに、よろしく重ねて下知

し更に然らしむること勿るべし a 若し

前の轍を改めずして、猶侵擾を致さ球、必ず



違勅に処し、寛宥せざれ。国司許容す

るも亦与同罪とせん。

元慶七年十二月廿二日

以上の検討より、天武・持統朝段階の「禁処」

と9世紀段階の「禁野」では状況に変化が見られ

る。 9世紀段階では、狩猟、鷹狩にのみ禁制を加

え、それ以外には雑令9条に見える「公私共利」

の原則を適用しているのである。同時に、 9世紀

の段階において「禁野」の数は増加する。 『日本

三代実録』元慶 6(882）年 12月 21日己未条に

よれば、

勅すらく、山城国葛野郡嵯峨野、元は制さず。

今新たに禁に加う D 樵夫牧竪の外、鷹を放ち

兎を追うこと聴すこと莫れ。同郡北野、愛宕

郡栗栖野、紀伊郡芹川野、木幡野、乙訓郡大

原野、長岡村、久世郡栗前野、美豆野、奈良

野、宇治郡下田野、綴喜郡田原野、天長年中

既に禽を従うを禁ず。今重ねて制断す口山川

の利、薮沢の生、民と共にせよ。農業を妨ぐ

ること莫れ。但し、北野に至りては此の限り

に在らざるなり。大和国山辺郡都介野、天長

承和、累代制を立つD 今、禁に加え縦に猟せ

しむこと莫るべし。禽烏を梯うことを制し、

草木を採ることを許せ。美濃因不破安八両郡

の野、本より禁制す。永く蔵人所猟野とせよD

播磨国賀古郡の野、印南郡の今出原、印南野、

神埼郡北河添野、前河原、賀茂郡宮来河原、

保河支河原、先に既に制すること有り。今重

ねて禁断す。嘉祥三年符を下す。採樵・牧馬

を禁ずること勿れD 備前園児島郡の野、永く

蔵人所の猟野とす。承和の制、今行われざる

によりてなり。何ぞ褒莞を禁じ、農畝を害す

こと莫らんや。惣て法禁を施し諸国に頒かち

下せ。

この『日本三代実録』の記述は、 9世紀段階に新

設された「禁野」の動向を把握できる貴重な史料

である。これにもとに各段階に新設された「禁野」

について整理してみると以下のようになる。

天長年間（824～834）…北野・栗栖野・芹川野・
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木幡野・大原野・長岡村・栗前野・

美豆野・奈良野・下回野・田原野（以上、

山城国）

天長・承和年間（824～848）…都介野（以上、

大和国）

嘉祥年間（848～861）…賀古郡野、今出原、印

南野、北河添野、前河原、宮来河原、

保河支河原（以上、播磨国）

ここで注意すべきは、新たに指定された「禁野j

について、「山川の利」、「薮沢の生」を謡いながら、

北野だけは「但し、北野に至りては此の限りに在

らざるなり jとわざわざ断っていることである。

北野は天長年中に指定されたとは言え、すでに

述べたように桓武天皇がしばしば遊猟に訪れた

場所である。さらに注意すべきは、先に言及した

河内国の交野や大和国の宇陀野についても取り

上げられていないということであるロ

この事実は、北野・交野・宇陀野の 3つは、依

然として排他的な空間であったことを示してい

る。

では、狩猟以外の部分で「公私共利」が導入され

た「禁野」が増加したのは何故か。ここで留意すべ

きは、新たに設置された「禁野」が往還の障害とさ

れているという事実である。

すなわち、先に引用した嘉祥 3年（850)4月

27日太政官符では、「往還之擦を絶ち、亦樵蘇之

業を失す」といった点が問題とされている。同様

の事例として、以下の『扶桑略記』寛平元（889)

年 12月2日条の記述も注目される。

甘南扶持還り来たりて云わく、去る二十九

日、申の時、始めて島下郡に到るロ審らかに

事の由を問うに郷の人、語りて云わく、太上

天皇此の郷に御し、備後守藤原氏助の宅を御

在所となすなり。若干の従卒を率いて、此の

宅に乱入す。家人士女、或いは山沢に遁亡し、

或いは道路に逃げ迷う D 氏助の宅一人も有る

ことなしD 此、安部山の猪鹿を狩り取るため

なり D 市して、夜松火の矩を以てす。時に暮

れに臨むの問、此の宅に還り御す。但し童子



十二人厩の舎人二人悉く武の装いを着し、

矢を帯び、前後に相い分かれて騎馬行列すと

々。今吾、件の山を院の禁野となし、

治継雄を専当として、路頭に勝示す。行路の

入、往還期難し、動もすれば陵糠を加う。愁

吟こ し。胸憶伺ぞ口 云々 。

太上天皇が、院禁野を定めたことで、往還の

人々が苦しむという記述は、交通の侵害と

る。

に定められた は、王権が山野河海を

しているということを具現化するというよ

りも経済的な剥益に関わる存在だったのではな

し、ヵ、

の一部が新たに「職人所猟野Jとされ

たのも、そのような事滑にもとづくものと考えら

れる。 f蔵人所猟野jに指定されたのは、

不破，安入再郡の野と備前園児島郡の野である

が、前者は東山道の近江国と美濃闘の国境に位置

し不破関が置かれるなど吉代においては交通の

要衝だった場所である。

後者についても、古代においては屯倉が置かれ

（『日本書紀J欽明 17年？丹己卯条）、

海の海上交通の要衝だったところである。

古代王権は、このような経済的に利益を全む場

所を猟場として輩捜したのである。

4 犠式としての鷹狩の次第

10世紀以降、平安京の近郊で行われた麓狩を

と呼ぶ。この野行幸については比較的詳紹

な史料が残されている。そこで平安時代の儀式書

である『新議式J第 4野行幸事によって確認して

おこう。

まず、すでに述べたことであるが、

又、尋常の鶴額、薦鶴らの外、若し猟道

る親王公卿並びに亦参議の盟位五位あらば、

議館、薦飼に供恭すべきの岳を仰せしむ。

とあるごとく、野行幸に参加する哲人がすべて鷹

狩を行うわけではない。鷹狩に従事する者は、す

でに述べたように

鷹飼

・猟道を知る親王公卿並びに非参議の毘位五挫

である。彼らが猟野に入って狩を行うのであり、

それ以外の官人は

京議官人は馬を下りてここに引き留まれ。野

口に至りて外衛の輩人の離、および侍

従は皆ことごとく停留し、在右近禽捧これに

候ず。

とあるように猟野の入り口である f野口Jで待機

している。

では、天皇自身はどのような行動をとるのか。

これについては、

これより先、所司は便宜の勝地を択び、期在

所を儲く。御座定まりて後、親王公癖

この問、鋳館進み出、架上に繋ぎて

す。次に じく、架上に繋ぐ

退き饗震に著す司犬飼は同じ屋の東辺に

す。御関子所は朝膳を供す。侍従販は王

卿の膳を給う。出城盟井に近辺の所司、物を

款ず。御酒三献の後、御寵衣を著御し、

た御輿は野中に入御し、猟を看る D こ

の需、猟徒の獲物を献ずる者あり。

成は冊に上がり四方を御覧すれば、所笥は御

椅子を岡の上

敷き、軽き

て、便に随い縁道を

近衛次将は御剣爾を執

り、住換す。更に軽握に還鄭し、御厨子所は

御酒を役じ、侍臣の事に堪えたる者を召し、

献ずる所の獲物、娃など合調えしめ、御膳に

供ず。又王癖以下らに給う。大炊寮は東飯を

大膳肴物を儲け、駕輿了列卒らの疲れ

を構う。又山城間は酒肴を以て に給

o
 

h
m
－ノ

とあるごとく、 畠分自身で狩をすることは

ない。猟野付近の景勝の地iこ縄在所を儲けて食事

を摂りながら猟を見る。必要に応じて猟野に入つ

ることもある。

た、天皇辻岡に諮って四方を縦覧して捕を飲

み、献上された獲物、維などを食す。こういった

10 



獲物は王卿以下の侍臣にも与えられる D

ここで注意すべきは、天皇が鷹狩に際して四方

を縦覧していることである。これについては、す

でに指摘されているように自身が統治する国土

を視覚的に確認する「国見儀礼」の系譜を引くも

のと見るべきであろう 12

また、この時天皇に献上され王卿以下に分配さ

れた獲物については、ニイナメオスクニ儀礼の中

の共食に用いられた賛としてとらえられてい

る 130 

ここで想起すべきは、 『日本書紀』雄略2年

10月丙子条に見える吉野の御馬瀬における雄略

の狩猟である。この狩猟自体は、鷹狩ではないが、

狩猟を終えた後、雄略は群臣に対して、「猟場の

楽は、膳夫をして鮮を割らしむ。自ら割らむに何

与に」という問いを発している。

律令国家成立以前のヤマト王権の段階におい

て、倭国の王は自ら狩猟を行い、獲物を臣下と共

に食していた。そのことによって、山野の領有、

山野河海の支配権を自ら確認していたのである。

ただ単に献上されるだけでは駄目で、食べること

に意味がある。

『新儀式』に記された野行幸の記述において、

獲物が献上されて食される場所が「御在所」では

なく、四方を縦覧できる「軽握」であることに注意

したいD

すなわち、そこで繰り広げられているのは、単

なる共食儀礼ではなく、王権の山野河海支配を自

ら確認し、王卿以下にもそれを認識させる重要な

儀礼なのである。

『日本霊異記』下巻 39縁は、鷹狩を盛んに行

った嵯峨天皇に対する批判に対しての反論を以

下の形で述べている。

或る人は、聖君に非ずと誹誘りて、 （中略）

又、鷹犬を養い、鳥猪鹿を取る。是れ慈悲の

心に非ず、とまうす。是の儀然らず。食す国

の内の物は、皆国皇の物にして、針を指す許

の未だに、私の物都て無し。国皇自在の随の

儀なりロ

11 

ここでは、「食す国の内の物」は「皆国皇の物J

であり、 「国皇自在の随」と述べられている。野

行幸を王権が実施し得た背景には、そのような思

想があったのである。

さて、このような鷹狩において鷹飼達はどのよ

うな装束を身につけていたのだろうかD その手が

かりは『西宮記』巻 17野行幸に記されている。

天皇は白橡〈延喜の御宇は、天皇は右近馬場

に御し、服、直衣を服す〉王公卿は例の如し。

衛府は弓箭を着し、鷹飼王卿、大鷹飼は地摺

の狩衣、締袴、玉帯、鶴飼は青白橡抱、締袴、

玉帯、巻綾、下襲あり。剣を着する者は尻鞘

あり。王卿の鷹飼は野に入るの後、行膝餌袋

を着す。或いは王卿巳下の鷹飼、供奉装束を

着し、乗輿に麗従すと云々。四位己下の鷹飼、

帽子を着し、鷹を管にし犬を牽かしめ、神福、

春興殿の前に列立す。又王卿巳下諸衛及び鷹

飼等、装束遠近に随いて相替わり、鷹飼

は野に入る後、大緒を取り、大鷹飼は腰底に

結び懸け、小鷹飼またこれに同じ。

天皇が着する「白橡」（しらっるばみ）とは、櫨

と蘇芳で染めた上に茜で染めた色の服である。

鷹飼の着する地摺の狩衣は、青麹塵（あおきじ

ん）・花色・檎皮色・紫色に種々の雲鳥草花を摺

ったものであるという D 「締袴」（きばかま）は絹

の袴であろう。玉帯は、玉をいくつも列ねた葦（な

めし皮）の帯とされているD 巻綾（けんえい）と

は、冠の後方に垂れ下がる二つに分かれた紐であ

る綾を巻き上げた状態である。下襲（したかさね）

は男性の重ね着の衣装の一つで、抱の下に着る。行

膝（むかばき）とは、両腔を包むもので熊皮を用

いる。餌袋（えぶくろ）は、鷹を呼び返すための

餌を入れる袋。帽子は布吊製で絹帽子とも呼ばれ

ている。

この他、鷹飼は鷹を据えるために韓（たかたぬ

き）を腕につけ、柄頭に鴛驚の形を附した烏頚剣

（とりくびのつるぎ）を身につけている 1¥



5 古代王権による鷹狩の実際

r類衆国史J巻 32の天皇遊猟記事やその能の

史料を参照すると、平安時代に積極的に遊猟を行

った天皇としては、組武天皇 128問、平城天皇 l

E、嵯畿天患 71問、淳和天皇訪問、仁明天皇

15屈となる 150 

その後、清和天皇や陽成天息の在栓期間中に

行われず、光孝天皇の時に鷹狩は復活した。

2 (886）年の光孝天皐から承保 3(1076）年の岳

河天皇までに、天息及び上皇が実撞した鷹狩（野

の呂数は 18自である。

その中で特に詳細に記載されて異彩を放って

いるのが、すでに言及した『紀家集J巻 9所i反の

f昌泰元年歳次戊午十月it詩競狩記Jである。

史料が長文に及ぶので、概要を紹介しておく

と、島泰元年（898) 10月に行われた競狩とは、

前年に退校した宇多太上天皇が平安京から、河内

国の禁野である交野、大和国吉野の宮瀧、龍E道

会経て住吉神社へと参詣する途中に行われた鷹

狩であ号、鷹飼達が左右に分かれて狩を行い、

物を競い合った。

この時の状況を文人貴族である紀長谷雄が書

き留めたのが、

守幸に

である。ちなみにこの

も参加し、道真は「片野御幸記

賂j、 f宮瀧御幸記略Jを書き残している。

さて、宇多の一行が朱雀院を出発したのは、 10

月初誌の午前 10時頃で、あった。宇多は麓患で朱

出て、威議を讃えて朱雀大路を南下したむ

32歳の宇多の姿を一話見ようと

が道にあふれ、車中の女遣は「争いて天顔を臨ん

としj、 f或は半身を出し、或は語欝わになるを

忘れJるといった状態で、あったりこれらの車は結

局、狩の場所までついてきてその数は「数十両j

にも及び、夕方になっても「十両J近くが残つ

いたという 160

さて、宇多の一行は、平安京を出た後、

iを越えてワ！！島之原」に到着し、そこで競狩

が始まった。

12 

そのメンバ…は以下のとおりである。

友方

頭 左近衛中将在原朝臣友子

行事 ft大弁源朝臣希

左近衛権中将藤原朝臣定国

番子在近衛少将藤原朝臣認実

中宮職亮藤原朝臣桂尚

中宮議大進源朝臣散桔

右兵衛権性良海朝臣衆樹

右衛門少尉課弦底

左兵衛少尉源朝臣溌

間諜九人

少納言今扶王

刑部大韓藤原朝臣連松

左兵衛権佐平朝盟元方

散位平朝間伊望

主殿助藤原季縄

内競大允藤原善行

在兵語大尉良ヰ遠視

左馬少允藤原良将

藤原俊平

鶴銅九人

頭 右兵衛替藤原朝臣清経

行事勘解由使長官源朝

右近衛権中将源輯思普

在兵衛イ左源朝距忠桔

右兵禽佐平朝匝惟世

右近密接少蒋源朝臣嗣

備前権介藤京朝臣春仁

武蔵介藤原朝E詮岳

能登介源朝臣疑

問諜九人

右馬頭在原朝臣弘最

左馬場藤原朝毘恒佐

左衛門少尉檎公頼

右衛門少尉藤原朝見

在籍門少尉藤原元忠



左馬少允平元規

越前権嫁橘良利

蔵人源等

源興平

次第使二人

左近衛将監藤原俊蔭

右近衛将監藤原忠房

さまざまな人物が参加しているものの、鷹飼の

多くは、衛府や馬寮の官人であることがわかる。

また、競狩ということもあり、獲物の数等を正確

に把握し、不正を防止するために左方と右方に間

諜が置かれている D さらに行幸の威儀を調える次

第使も配置されている。

実際に狩が始まると、左方の番子藤原慈実のよ

うに落馬してずぶ濡れになり、 「武勇の名」を堕

とし、 「美麗の衣」を汚してしまった者もいるか

と思えば、右大将菅原道真のごとく狩には参加し

ないものの、黒木イ奇子に腰を降ろして狩の様子を

見る宇多の傍に近侍して「風流」な膳を用意する

者もいるなど、さまざまなドラマが展開した。

中には右方の番子平朝臣惟世のように宇多の

「f卸鷹Jを「己鷹」と偽って鷹狩に使い、その獲物

を献上するような者もいた。

夕方になって狩を終えた一行は、さらに南下し

て赤目御厩に到着した。ここで獲物の献上が行わ

れる。まず左方は鶏1翼、小鳥 91翼、続いて右

方は小鳥 122翼。結果は右方の勝利に終わった。

この後、右方によって勝利の舞踏があり、 「納

蘇利」などの曲が奏されて酒と膳が振る舞われ宴

会が始まった。

その時、大胆な行動に出た人物がいる。皇太后

宮亮平朝臣好風である。好風は、 「快飲、先ず酔

い、長歌長舞す」といった状態で、そこまでにし

ておけば何の問題もなかったのだが、その後、宴

席に連なっていた「遊女数人」に向かつて、 「し

ばしば旧の少将と称しJ、 「其の懐を探りその口

を晩う」といった行為に及んで、いる。

この好風は、宇多の一行が朱雀大路を通る際に

も、 「縦観の車j の女達に「艶調Jを投げかけ、

13 

「時々相挑むこと狼のごとし」といった有様であ

ったという 1¥

このような乱痴気騒ぎの翌 21日に宇多一行は

河内国の「片野の原」へ向かった。ここでは狩を

したという記載はない。 25 日に大和国吉野の宮

瀧に到着。 28 日に龍田山を越えて河内国に再度

入札「住吉社」へ到着したロ平安京への帰還は、

11月 1日であった。

この昌泰元年の競狩を含めた行幸について、J11 

尻秋生氏は「皇位から解放された宇多にとって、

心ゆくまで自由を満喫する旅で、あった」としなが

らも、同行した者達の多くが宇多が天皇で、あった

時の蔵人とその近親であったことに注目し、この

行幸は「宇多自身が近臣との関係を深めるだけで

はなく、息子の近臣となるべき者との粋を深め、

影響力を残そうとするものであったJと指摘す

る 180 

また笹山晴生氏は、この行幸について、大勢の

官人を従えての近郊での狩猟と少数の従者を連

れた大和・吉野への行幸に二分されることを指摘

した上で、 「詩宴や遊猟は単なる遊興ではなく、

文化的事業を主催することによって王権に対す

る求心力を高める役割を果たす」ものであること

を指摘している 1¥

これらの指摘は基本的に首肯すべきであるが、

小稿においては、この行幸で、立ち寄った場所、そ

れ自体の由緒について検討を加える必要がある

のではないかと考える。

まずり｜！島之原」であるが、そこは平安京の近

郊であるということだけでなく、山城国葛野郡に

属しているといった点を確認しておかなくては

ならないD

この葛野郡の由来となった「葛野」については、

『日本書紀』応神 6年2月条に応神の国見の際に

詠じられたとされる以下のような歌がある。

千葉の葛野を見れば百千足る

家庭も見ゆ 国の秀も見ゆ

つまり「葛野」は、ヤマト王権の頃から国見の対

象となる景勝地だったのである。



続く f片野之原」についても、すでに述べたよ

うに遊猟の地で「禁野jが置かれ、扉愚絵の題材

にもなるような場所である。では宮瀧はどうであ

うか。 『万葉集J巻 1-38を参照すると、

やすみししわが大君神ながら神さびせ

すと 古野川 たぎっ湾内に 高殿を

高知ちまして 登り立ち 欝見をせせば

たた訟は る 青 塩 山 や ま つ み の奉る

御調と 春へに辻花かざし持ち

ば黄葉かざせり（中路）行き沿ふ J11 

の神も 大御食に性え奉ると 上つ瀬に

鵜JIIを立ち 下つ瀬に 小絹さし渡す

山川も掠りて仕ふる神の御代かも

この和歌は、持続が吉野宮に行事した折に柿本人

麻呂によって詠じられたものであるD こ

の所在地は、まさに官瀧にあるむそこが

として重要な位罷を占めていたのであ

では、最後の終着地の「住吉浜Jはどうか。そ

こはヤマト王権の航海神として麓視された住吉

三神を祭る住吉神社が議崖し、 「住之江津Jが存

在していた。そこから自に映る思景も和歌の素材

となったO 『万葉集』巻3-283には

得名津に立ちて 見渡せば

武庫の治ゆ 出づる船人

と詠じられている。この歌は高市黒人の作と伝え

られているが、宇多がその地へおもむいたのも王

権の禁処でもあった「武庫の治j 〈武庫の海）を

一望できる思光明娼な場所であることを意識し

ていたからであろう。

このように考えていけば、昌泰元年の宇多の行

幸それ自体は、ヤマトヨ三権以来の由緒ある場所を

めぐることによって、山野河海をも掌握しようと

した主権の懸史を再確認するもので、あったと思

われる。

競狩はそのような状況下で行われたのであり、

たとえその場面で、筆者の紀長谷雄が

うべからずjと慨嘆したとしても、そのよ

うな行為をも公認し得るだけの権力を事多が保

していたことを内外に示す必要があったので
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はないかと考える。

すなわち、品泰元年の競狩は譲住後も自身が国

政を取り仕切るという宇多の強い決意を示し

ものと理解したいc

ち 狩使による鷹狩

すでに述べたように 10世紀においては、

もしくは太上天皇が出掛する野行幸として

狩は、 9世紀前半のように頻繁に行われたわけで

はない母

そこで、天皇の鷹狩の代わりに、近構局の官人

に鷹や犬を与えて、諸国に派遣して狩をさせ獲物

を持ち帰らせる形といったことが行われる。この

ょう

rs 
に派遣されたのが、狩使である。

元慶8年（884)12月 2日

条には、

勅して左衛門佐従1位上藤原朝臣高経、六位

六人、近衛一入、鶴七連、犬九牙を播嬢盟に、

中務少輔従五｛立下在原朝亘弘来、六位四入、

近衛一人、鷹五連、犬六牙を英作国に遣わし

て、並びに野の禽を猟り取ちしむ。

狩使は天皇の代わりに鷹狩を行った。この狩使

の行使する権力がいかに強いものであったかに

ついては、以下の延事5(905）年 11月 3日太鼓

（『類来三代格J巻 19 禁制事）により推

灘できる。

太政安符す

諸院宮家狩使を禁止すべき

右、参河国の解を得るにいわく、此の鹿田地

狭小、山野瞭遠な札民の疾苦、只狩使に在

札其れ院宮家の狩使到来するは、常に冬時

春丹、おのおの牒状をもたらし、夫れ，鳴を借

り求Ua出荷、やむをえずして符を郡司に下

す。郡南百姓等、冬時、収納の官物を営み、

、出挙の耕稼に勤む。天寒く、草枯れ、

民労れ罵も疲れぬ。市るに使等、疲馬を駆り

馳せ、終日体まず。労民を率将ひて侍

息むことなし。 由りて馬死亡せる者十の



六七。民逃散する者、又大半を過ぐ。若し郡

司、事状を陳請すれば、則ち妄りに陵際を加

う。若し国司、其の由を牒送すれば則ち罵

晋を憧らず。仇りて国郡司、威猛を勝えずし

て口をつむぎ舌を巻く。又、其の従者

は等しく放縦を宗となし、民家に乱入して財

物を掠奪す。凡そ、暴悪、誠を厭くること具

に陳べがたし。国司の煩い、百姓の愁い、斯

に過ぎるは莫し。望み請うらくは、官裁して、

件の使を禁止し、以て国の煩いを省かんと、

てへれば、左大臣宣す、勅を奉るによろしく

早く下知して、特に禁遁を加うべし。五位己

上及び六衛府官人並びに此の制に同じ。自余

の諸国も亦、此に准ぜよ。

延喜五年十一月三日

ここでは、院宮王臣家の狩使の到来により、在

地における馬の疲弊が問題とされている D この事

実は、古代の鷹狩においても、鷹・犬・馬などの

動物をそれぞれ使いこなす形で行われていたこ

とを示す。その全体をコーディネートしていたの

が、狩使なのであろう。

その行動自体が糾弾されてはいるが、狩使は

「冬時春月Jに到来するわけで、あり、果たしてこ

の太政官符が糾弾するように「民の疾苦、只狩使

に在り」と言える状態で、あったのかどうかについ

ては、もう少し突っ込んで、検討を加える必要があ

る。これはあくまでも三河国の国司の言い分だか

らである。

ただ、狩使の権威が、国司や郡司を超越するも

のと認識されていたことは否定できない。その力

の源泉は、天皇の鷹を預かっているという意識を

持っていたことにあったと思われる。『侍中群要』

巻 10 臨時雑事には、

御鷹を御覧する事

此の時、侍臣の管にして、御前に参る。御覧

の後、御鷹飼等を召して、各々分かち

給わしむ。

とある。

また、天禄元（970）年に編纂された『口遊』
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によれば、鷹を貢進した国は、甲斐・信乃・下野・

陸奥・出羽・能登・越後・安芸・太宰府などであ

った。

このような諸国から貢進された鷹を天皇は実

際に自身の目で確認していたのである。

おわりに

小稿では、近年の鷹狩に関わる研究を踏まえな

がら、古代王権が主宰する鷹狩について、鷹狩に

関わる官司や鷹飼、禁猟区としての禁処（禁野）

の制度的変遷、野行幸・競狩など平安期における

鷹狩の実態、さらには王権の鷹狩を代行する狩使

についても考察を加えた口

その結果、古代王権が主宰する鷹狩については

放生や殺生禁断との関わりで中断することがあ

っても、鷹狩それ自体は、古代王権を強化するた

めに重要な役割を果たしていたことが確認でき

た。

また、鷹狩が行われた場所が、王権の山野河海

支配において重要な空間であったことも確認で

きた。

ただし、小稿においては、正史や法制史料、儀

式書などを中心とした分析にとどまっている。特

に平安期における鷹狩の分析に際しては、和歌な

ど文学作品の分析が必要となる D そのことで古代

王権が鷹狩を通して文化をどのような形で掌握

しようとしたのか、といった問題も浮かび上がっ

てくるであろう。

以上、残された課題を確認しつつ、ひとまず小

稿を摺筆する。
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